
 

〈九州歯科大学附属病院研修プログラム症例数および評価基準〉 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

医療面接 

 
 上級歯科医・指導

歯科医が研修歯

科医に患者を配

当し、研修歯科医

は上級歯科医・指

導歯科医の指導

の下医療面接を

行なう。 

医療面接の流

れを連続して

経験した場合

を１症例とし

て数える。（①

～⑨の流れを

すべて経験す

ることが望ま

しい。） 

目標達成の基準

として、３０症

例以上経験して

いることが必

要。 

 

【一般目標】 

患者中心の歯科医療を実施

するために、医療面接につ

いての知識、態度及び技能

を身に付け、実践する。 

 

【行動目標】 

①コミュニケーションスキ

ルを実践する。 

 

患者に配慮した医

療面接を行なう。 

３０症例 

②病歴（主訴、現病歴、既

往歴及び家族歴）聴取を的

確に行う。 

 

③病歴を正確に記録する。 

 

④患者の心理・社会的背景

に配慮する。 

 

⑤患者・家族に必要な情報

を十分に提供する。 

⑥患者の自己決定を尊重す

る。（インフォームドコン

セントの構築） 

⑦患者のプライバシーを守

る。 

⑧患者の心身における

QOL(Quality of Life)に配

慮する。 

 

⑨患者教育と治療への動機

付けを行う。 

 

 

 



到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

総合診療計画 

 
 初期段階では、各

診療科の指導歯

科医は、研修歯科

医の進捗状況を

把握し、不足して

いる症例がある

場合は、指導歯科

医等の患者の症

例を配当する。

（患者配当型） 

①～⑦までの流

れの習得は必須

で、研修歯科医の

能力に応じて指

導歯科医が研修

歯科医に患者を

配当する。研修歯

科医は上級歯科

医・指導歯科医の

指導の下、症例を

経験し、総合診療

計画を立案する。 

 指導歯科医は

総合診療計画に

対し試問を行い、

これを評価する。 

総合診療計画

の立案にいた

る①～⑦まで

の流れを連続

して経験した

場合を１症例

として数え

る。 

目標達成の基準

として、３症例

を必須とし２０

症例以上経験し

ていることが望

ましい。 

 

【一般目標】 

効果的で効率の良い歯科診

療を行うために、総合治療

計画の立案に必要な能力を

身に付ける。 

【行動目標】 

① 適切で十分な医療情報

を収集する。 配当された患者

に対する診察お

よび検査を行な

う。 

２０症例 

② 基本的な診察・検査を

実践する。 

③基本的な診察・検査の所

見を判断する。 

④得られた情報から診断す

る。 

基本的な症例に

ついて一口腔単位 

の総合治療計画を

作成しこれを基に

指導歯科医より試

問を受ける。 

 

⑤適切と思われる治療法及

び別の選択肢を提示する。 

⑥十分な説明による患者の

自己決定を確認する。 

⑦一口腔単位の治療計画を

作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

予防・治療・基本技術 

 
 ①②各診療科の

指導歯科医は、研

修歯科医の進捗

状況を把握し、不

足している症例

がある場合は、指

導歯科医等の患

者の症例を配当

する。（症例配当

型） 

 

患者配当型の症

例を配当された

場合研修歯科医

は診療において

③④は必須 

①治療の流れ

を項目ごとに

カウントし、一

連の流れの症

例数をまとめ

る。 

③④に関して

は症例ごとに

配当された患

者診療におい

ては必ず行う。 

目標達成の基準

として、③およ

び④は３症例を

必須とし５症例

以上経験してい

ることが望まし

い。 

 

【一般目標】 

歯科疾患と機能障害を予

防・治療・管理するため

に、必要な基本的技術を身

に付ける。 

【行動目標】 

①基本的な予防法の手技を

実施する。 

歯科保健指導、予

防処置を行なう。 
２症例 

②基本的な治療法の手技を

実施する。 

高頻度治療を行

なう。 

高頻度

治療に

て提示 

③医療記録を適切に作成す

る。 

適切で十分な医

療情報の収集を

行なう。 

得られた情報の

管理を行なう。 

診療録に記載す

べき一連の事項

を正確に記載す

る。 

 

 

 

 

 

３症例 

④ 医療記録を適切に管理

する。 

 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

応急処置 

 
 救急来院された

患者に対し、指導

歯科医が研修歯

科医に患者を配

当し、研修歯科医

は指導歯科医の

指導の下、治療を

行う 

①、②、③に

ついて各項目

を経験した場

合をそれぞれ

１症例とす

る。 

目標達成の基準

として、①から

③までの行動目

標ごとに最低１

症例経験してい

ることが望まし

く、合計５症例

以上経験してい

ることが必要。 

 

【一般目標】 

一般的な歯科疾患に対処す

るために、応急処置を要す

る症例に対して、必要な臨

床能力を身に付ける。 

【行動目標】 

①疼痛に対する基本的な治

療を実践する。 

救急来院した患

者に対し、応急

処置を行なう。 

５症例 

②歯、口腔及び顎顔面の外

傷に対する基本的な治療を

実践する。 

③修復物、補綴装置等の脱

離と破損及び不適合に対す

る適切な処置を実践する。 



 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

高頻度治療 

 
 各診療科の指導

歯科医は、研修歯

科医の進捗状況

を把握し、不足し

ている症例があ

る場合は、指導歯

科医等の患者の

症例を配当する。

（症例配当型） 

治療の流れを各

項目にたいして

カウントするこ

とで一連の流れ

のなかで研修歯

科医は何が苦手

でどう指導して

いくかの指標と

する。 

その中で、 

研修歯科医の能

力に応じて上級

歯科医・指導歯科

医が研修歯科医

に患者を配当し、

研修歯科医は上

級歯科医・指導歯

科医の指導の下、

治療を行う行動

目標ごとに一連

の流れとして治

療可能と判断で

きた研修歯科医

に対しては患者

配当型の症例を

経験させる。 

 

治療の流れ各

各項目ごとに

カウントし、

一連の流れの

症例数をまと

める 

①から⑤までの

行動目標ごとに

必要症例数以上

を経験している

ことが望まし

い。 

【一般目標】 

一般的な歯科疾患に対処す

るために、高頻度に遭遇す

る症例に対して、必要な臨

床能力を身に付ける。 

 

【行動目標】 

① 齲蝕の基本的な治療を

実践する。 

 

CR(GIC)修復 

インレー修復    

等 

２０症例 

② 歯髄疾患の基本的な治

療を実践する。 

 

抜髄処置 

感染根管処置 

根管充填 

IPC   等 

 

 

５症例 

③ 歯周疾患の基本的な治

療を実践する。 

 

歯周病検査 

スケーリング・

ルートプレーニ

ング 

歯周外科治療の

補助 

メンテナンス時

の指導   

等 

 

 

 

 

２０症例 

④ 抜歯の基本的な処置を

実践する。 

 

乳歯抜歯 

永久歯抜歯 

埋伏歯抜歯 

等             

 

２症例 

⑤ 咬合・咀嚼障害の基本

的な治療を実践する。 

築造を含む歯冠

補綴治療 

等 

 

５症例 

部分床義歯治療

全部床義歯治療 

等 

 

５症例 

 

 



 

達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

症例数の 

数え方 

修了判定の 

評価基準 

医療管理・地域医療 

 
 症例配当型から

患者配当型まで

の指導を行う。 

各行動目標を経

験した場合、そ

れぞれを１症例

とする。 

①は高頻度治療

③は訪問診療を

通じて経験しそ

れをもって評価

する。②も日々

の診療で経験す

る必要がある

が、レポート１

症例は必須。 

【一般目標】 

歯科医師の社会的役割を果

たすため、必要となる医療

管理・地域医療に関する能

力を身に付ける。 

【行動目標】 

① 保険診療を実践する。 高頻度治療にお

いて行なう。 
 

② チーム医療を実践す

る。 

研修を通じて常

に心がける。 

 

１症例 

③ 地域医療に参画する。 

 

訪問診療研修に

おいて実践す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

救急処置   上級歯科医・指導歯科医は、

レポート作成の際にサポー

ト等を行う。レポートは指

導歯科医が評価を行い、目

標達成の基準として、レポ

ートを提出する。レポート

は各指導歯科医が責任をも

って判定しているので、提

出を許可されたレポートは

基準を満たしているものと

しこれを１症例とする。 

上級歯科医・指導歯科医の

指導は、研修歯科医が行な

ったバイタル測定の結果を

確認し、その評価について

指導する。 

研修歯科医が行なった処方

について、処方内容の意図

および副作用について研修

歯科医の知識を確認する。 

全身疾患を持った患者診療

を行なう際には事前にレポ

ートにて研修歯科医の知識

を確認する。 

①から④は項目ごと

に合計１０症例以上

を経験することが望

ましい。 

レポートは指導歯科

医が評価を行い、目

標達成の基準とし

て、レポートを提出

する。 

レポートは各指導歯

科医が責任をもって

判定しているので、

提出を許可されたレ

ポートは基準を満た

しているものとしこ

れを１症例とする。

目標達成の基準とし

て３症例を必須とす

る。 

 

【一般目標】 

歯科診療を安全に行なうた

めに、必要な救急処置に関す

る知識、態度および技能を習

得する。 

【行動目標】 

① バイタルサインを観察

し、異常を評価する。 

講義・文献検索レ

ポートの作成に

より知識の習得

を行なう。 

患者診療におい

てバイタルを測

定し、評価する。 

上級歯科医・指導

歯科医の指導の

下処方を行なう。 

事前レポートに

よる知識の確認

と指導歯科医に

よるガイドライ

ン 2015 にそった

BLS研修・試験を

行い習得する。 

①から④ 

１０症例 

⑤試験 

レポート 

⑥レポー

ト 

②  服用薬剤の歯科診療に

関連する副作用を説明す

る 

③  全身疾患の歯科診療上

のリスクを説明する。 

④ 歯科診療時の全身的合併

症への対処法を説明する。 

⑤一次救命処置を実践する。 

⑥二次救命処置の対処を説明

する。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

医療安全・感染予防   医療安全管理者による講

義。 

 

各研修歯科医を担当する上

級歯科医・指導歯科医を決

め、レポート作成の際にサ

ポート等を行う。 

 

 

医療安全講習会後の

レポートおよび医療

安全・感染予防に関

するレポートは目標

達成の基準として３

症例を必須とする。 

【一般目標】 

円滑な歯科診療を実施する

ために、必要な医療安全・感

染予防に関する知識、態度お

よび技能を習得する。 

【行動目標】 

①医療安全対策を説明する。 医療安全講習会・

講義・セミナーへ

の参加。文献検索

レポートの作成

により知識の習

得を行なう。患者

診療は、Standard 

Precaution に基

づいて行なう。 

管理型施設で行

なわれる院内監

視に参加する。 

 

レポート 

 

 

②医療事故及びヒヤリハッ

トを説明する。 

③医療過誤について説明す

る 

④院内感染対策（Standard 

Precautionsを含む。）を説明

する。 

⑤ 院内感染対策を実践す

る。 



 

 

到達目標 研修内容 必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

経過評価管理   ②③は原則として指導歯科

医が１症例単位で研修歯科

医に患者を配当し、研修歯

科医は上級歯科医・指導歯

科医の指導の下、治療を行

い、治療が終了した患者の

治療結果およびその予後に

対し、指導歯科医の試問に

答えるまたは、症例を発表

する。 

 

①目標達成の基準と

してレポート３症例

を必須とする。②③

目標達成の基準とし

て試問または症例発

表として３症例を必

須とする。 

【一般目標】 

自ら行なった治療の経過を

観察評価するために、診断及

び治療に対するフィードバ

ックに必要な知識態度およ

び技能を習得する。 

【行動目標】 

①リコールシステムの重要

性を説明する。 

毎日の診療にお

いて常に行なう。 

①レポー

トとして 

３症例 

②③の流

れで患者

診療３症

例が必須 

②治療の結果を評価する 

③予後を推測する。 

到達目標 研修内容 必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

予防・治療技術   各研修歯科医を担当する上

級歯科医・指導歯科医を決

め、レポート作成の際にサ

ポート等を行う。 

 

 

目標達成の基準とし

てレポート３症例を

必須とする。 

【一般目標】 

生涯研修のために必要な専

門知識や高度先進技術を理

解する。 

【行動目標】 

①専門的な分野の情報を収

集する。 

①②各専門診療

科による講義を

受講する。 

 

 

 

 

③④患者診療に

おいて常に実践

する。 

事前レポ

ートおよ

び講義終

了後の事

後レポー

トの作成 

 

②専門的な分野を体験する。 

③（Problem Oriented 

System）に基づいた医療を

説明する。 

④ EBM （ Evidence Based 

Medicine）に基づいた医療を

説明する。 



 

到達目標 研修内容 
必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

医療管理 
   

指導歯科医は連絡会議にて

研修歯科医の会議運営のサ

ポートを行なう。 

 

各研修歯科医を担当する上

級歯科医・指導歯科医を決

め、レポート作成の際にサ

ポート等を行う。 

 

医療安全管理者による講義

を行なう。 

 

 

目標達成の基準とし

てレポート３症例を

必須とする。 
【一般目標】 

適切な歯科診療を行うため

に，必要となるより広範囲な

歯科医師の社会的役割を理

解する。 

【行動目標】 

①歯科医療機関の経営管理

を説明する。 

 

①②医療管理関

連セミナー（接

遇・経営など）へ

参加、文献検索、

レポートの作成、

毎月の連絡会議

において議事進

行を研修歯科医

に担当させるこ

とで、チームリー

ダーとしての資

質を養う。また、

職場改善などの

提案をすること

で、経営管理の必

要性を習得する。

③２日間の放射

線科研修の際に

放射線管理を実

践し習得する。 

④医療廃棄物に

関する講義を受

講する。管理型施

設が行なう院内

監視へ参加する。 

 

 

レポート 

 

②常に，必要に応じた医療情

報の収集を行う。 

 

③適切な放射線管理を実践

する。 

 

④医療廃棄物を適切に処理

する。 

 



到達目標 研修内容 必要な 

症例数 

研修歯科医の 

指導体制 

修了判定の 

評価基準 

地域医療   指導歯科医による講義後、

指導の下学校歯科健診を行

なう。 

上級歯科医・指導歯科医は

研修歯科医の能力に応じて

歯科訪問診療を経験させ

る。 

 

各研修歯科医を担当する上

級歯科医・指導歯科医を決

め、レポート作成の際にサ

ポート等を行う。 

 

 

①レポート１症

例学校健診１症

例を必須とする

①～④レポート

症例を必須とす

る。③歯科訪問診

療最低２症例を

経験する必要が

ある。 

 

【一般目標】 

歯科診療を適切に行なうた

めに、地域医療についての知

識、態度及び技能を習得す

る。 

【行動目標】 

①  地域歯科保健活動を説

明する。 

①②④講義・文献

検索レポートの

作成により知識

の習得を行なう。 

②指導歯科医と

共に学校健診に

参加する。 

③上級歯科医・指

導歯科医と共に

歯科訪問診療に

参加する。 

①レポー

ト１症例 

②④レポ

ート 

③歯科訪

問診療へ

参加２症

例 

②  歯科訪問診療を説明す

る。 

③  歯科訪問診療を体験す

る。 

④  医療連携を説明する。 

 

 

 


